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議事日程 

         諸般の報告 

      第１ 会議録署名議員の指名 

      第２ 議第４２号から議第５６号まで 

         （令和３年度野洲市一般会計補正予算（第２号） 他１４件） 

          各委員長の委員会審査結果報告、質疑、討論、採決 

追加議事日程 

      第１ 議第５８号 

         （令和３年度野洲市一般会計補正予算（第３号）） 

          提案理由説明、質疑、討論、採決 

      第２ 決議第４号 

         （病院整備事業の進め方に関する決議（案）） 

          提出者説明、質疑、討論、採決 

      第３ 発議第１号及び発議第２号 

         （野洲市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例 

他１件） 

          提出者説明、質疑、討論、採決 

      第４ 意見書第６号から意見書第９号まで 

         （夫婦・親子の同姓維持と旧姓の通称使用拡充を求める意見書（案）

他３件） 

          提出者説明、質疑、討論、採決 

 

開議       午後１時００分 

議事の経過 

（再開） 

○議長（東郷克己君） （午後１時００分） 皆さん、こんにちは。 

 ただいまから本日の会議を開きます。 

 日程に入るに先立ち、諸般の報告を行います。 

 出席議員は１８人全員であります。 

 次に、本日の議事日程は、既に配付いたしました議事日程のとおりであります。 



 －295－ 

 次に、本日説明員として出席の通知のあった者の職、氏名は、お手元の文書のとおりで

す。 

 （日程第１） 

○議長（東郷克己君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則１２７条の規定により、第１４番、野並享子議員、第１５

番、東郷正明議員を指名いたします。 

 （日程第２） 

○議長（東郷克己君） 日程第２、各常任委員会委員長から委員会審査結果報告書が提出

されておりますので、議第４２号から議第５６号まで、令和３年度野洲市一般会計補正予

算（第２号）、他１４件を一括議題とし、各委員長の報告を求めます。 

 まず、総務常任委員会委員長の報告を求めます。 

 第１１番、山本剛議員。 

○１１番（山本 剛君） 第１１番、山本剛です。 

 それでは、総務常任委員会の委員長報告を行います。 

 去る６月１７日の本会議におきまして、総務常任委員会に付託を受けました議案を審査

するため、６月２２日に委員会を招集し、委員全員出席の下、説明員の出席を求め、慎重

に審査しました結果について報告いたします。 

 まず、議第４５号「野洲市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例」について

審査いたしました。 

 委員からの「オンラインで可能になるということで、例えば住民票などの窓口で一番多

く取り扱う書類が変わるとか押印が要らなくなるとか、こういう書類はオンラインでオー

ケーですよという書類があれば、分かりやすく説明いただきたい」との質疑に対し、「どの

ようなものがオンライン申請できるかというのは、今、プロジェクトチームを設立したの

で、今後その中で詳細に進めていきたい。オンライン申請が可能となったものについては、

市民の方に周知できるように努めていきたい」との答弁がありました。 

 また、委員からの「マイナポータルのぴったりサービスというのはどのようなものなの

か」との質疑に対し、「基本的にマイナンバーカードを利用した電子申請のシステムという

ことになっており、また本人が自分の情報も見たいとか、そういったことでも活用できる

共通のプラットフォームになっている」との答弁がありました。 

 また、委員からの「マイナンバーカードはどのぐらいの率で進んでいるのか」との質疑
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に対し、「５月末現在で、野洲市におけるマイナンバーカードの交付率は３７．６４％、１

万９，３２５名がカードを受け取っている」との答弁がありました。 

 また、委員からの「個人情報の漏えいの対応策という点で、どの程度、この問題を取り

上げていくのか」との質疑に対し、「今後、国の方針等の中でどのようなセキュリティーと

されていくかというのも、野洲市としても注視しながら進めていきたいと思っている」と

の答弁がありました。 

 また、委員からの「マイナンバーカードの促進という部分では、免許証、保険関係、こ

ういった全てがマイナンバーカードに統一されていくというようなことが今進められよう

としている。個人情報の管理の対策について具体的に何か検討される予定はあるのか」と

の質疑に対し、「安全保護に対する考え方、措置等だが、今でも十分に安全措置は行ってい

るので、それを従来どおり継続をするということになると思われる」との答弁がありまし

た。 

 なお、委員間討議はありませんでした。 

 以上により、議第４５号については、採決の結果、賛成多数により、原案のとおり可決

とすべきものと決しました。 

 次に、議第４６号「野洲市公告式条例等の一部を改正する条例」について審査いたしま

したが、委員からの質疑及び委員間討議はありませんでした。 

 よって、議第４６号については、採決の結果、全員賛成により、原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 次に、議第４８号「野洲市税条例等の一部を改正する条例」について審査いたしました

が、委員からの質疑及び委員間討議はありませんでした。 

 よって、議第４８号については、採決の結果、全員賛成により、原案のとおり可決とす

べきものと決しました。 

 次に、議第４９号「野洲市手数料条例の一部を改正する条例」について審査いたしまし

たが、委員からの質疑及び委員間討議はありませんでした。 

 よって、議第４９号については、採決の結果、全員賛成により、原案のとおり可決とす

べきものと決しました。 

 次に、議第５２号「和解について」を審査いたしました。 

 委員からの「裁判所からの和解提案を時系列で教えてほしい」との質疑に対し、「３月２

９日に被告の代理人から和解の提案ということで、当方の代理人へ提案があった。その後、



 －297－ 

４月６日には代理人、当方の顧問弁護士と協議した上で和解案、それについて、４月２８

日、大津地方裁判所において、進行協議を行い、それを受け、被告代理人との話合いに基

づき、文書で案を頂いた。その後、５月１０日に裁判官からの和解勧告の謄本の送達を受

けた」との答弁がありました。 

 また、委員からの「本件については、解決金として３８０万５，７４０円の支払い義務

があるということを認めているが、これに伴う弁護士費用はどれぐらいかかったか」との

質疑に対し、「最初の顧問弁護士に当たり、着手金として１４６万円の支出をしている。今

後については、４９万３，０００円を解決金に対する手数料ということで、事務委託料と

して支払いを予定している」との答弁がありました。 

 なお、委員間討議はありませんでした。 

 以上により、議第５２号については、採決の結果、全員賛成により、原案のとおり可決

とすべきものと決しました。 

 次に、議第５３号「損害賠償の額を定めることについて」を審査いたしましたが、委員

からの質疑及び委員間討議はありませんでした。 

 よって、議第５３号については、採決の結果、全員賛成により、原案のとおり可決とす

べきものと決しました。 

 次に、議第５４号「損害賠償の額を定めることについて」を審査いたしました。 

 委員からの「最終的に病院側の過失があったということで理解をしてよいのか」との質

疑に対し、「病院側の一部過失を認めて、和解に応じているというところである」との答弁

がありました。 

 また、委員からの「当該医師と平成２９年のときに対応された医師、この２人は辞めら

れたのか」との質疑に対し、「平成２９年の旧御上会当時の医師については、令和元年７月

の段階で退職されている。今回の案件に関して最初に対応した当直医は現在も勤務してい

るが、処置をした医師は退職している」との答弁がありました。 

 また、委員からの「医師を一人にさせない、守ってあげるということは、きちっとでき

たか」との質疑に対し、「医師を守るという部分に関しては、当然の対応として組織的な対

応を進めており、医師が最前線に立ってということは特にない」との答弁がありました。 

 なお、委員間討議はありませんでした。 

 以上により、議第５４号については、採決の結果、全員賛成により、原案のとおり可決

とすべきものと決しました。 
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 以上、総務常任委員会に付託を受けました議案の審査結果の報告といたします。 

○議長（東郷克己君） これより、総務常任委員会委員長の報告に対する質疑を行います。 

 ご質疑はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（東郷克己君） ご質疑がないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 次に、環境経済建設常任委員会委員長の報告を求めます。 

 第２番、山﨑敦志議員。 

○２番（山﨑敦志君） 第２番、山﨑敦志です。 

 環境経済建設常任委員会委員長報告を行います。 

 去る６月１７日の本会議におきまして、環境経済建設常任委員会に付託を受けました議

案を審査するため、６月２３日に委員会を招集し、委員全員出席の下、説明員の出席を求

め、慎重に審査しました結果について報告いたします。 

 まず、本委員会では、付託を受けた議案、議第４７号「野洲市附属機関設置条例の一部

を改正する条例」について審査をいたしましたが、質疑、委員間討議ともにありませんで

した。 

 よって、議第４７号については、採決の結果、全員賛成により、原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 次に、議第５０号「野洲市地域ふれあい公園条例の一部を改正する条例」について審査

いたしましたが、質疑、委員間討議ともにありませんでした。 

 よって、議第５０号については、採決の結果、全員賛成により、原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 次に、議第５１号「野洲市改良住宅条例を廃止する条例」について審査いたしましたが、

質疑、委員間討議ともにありませんでした。 

 よって、議第５１号については、採決の結果、全員賛成により、原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 次に、議第５５号「市道路線の認定について」審査いたしましたが、質疑、委員間討議

ともにありませんでした。 

 よって、議第５５号については、採決の結果、全員賛成により、原案のとおり可決すべ

きものと決しました。 

 次に、議第５６号「野洲市都市計画マスタープランの改訂について」審査いたしました。 
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 委員からの「旧中主地域における市街化調整区域の開発手法について、『他の地域への展

開の可能性を検討する必要がある』とあるが、意味は」との質疑に対し、「開発許可要件と

して、旧中主町においては、市街化調整区域の開発許可要件の１つとして、都市計画法第

３４条第１１号のエリア指定をした経緯がある。市街化区域からおおむね１キロ範囲内で

の集落が該当するもので、旧野洲町エリアにおける検討の可能性について記載したもので

ある」との答弁がありました。 

 また、委員からの「個々の例で言えば、比留田集落は外側が幾らか白地なっており、集

落の外側、外周は将来開発ができる色塗りになっているが、旧野洲町には一切ない。先ほ

どの答弁とマッチしているのか」との質疑に対し、「旧集落の白地エリアを念頭に置いて旧

中主町で指定されたもので、委員の質疑と同じである」との答弁がありました。 

 また、委員からの「将来人口展望について、平成２７年の実績値となっているが、現在

の値ではなく、古い値を使う意味は」との質疑に対し、「将来人口の展望については、第２

次野洲市総合計画から引用しており、平成２７年までの国勢調査の人口を実績値として提

供している。現時点では、令和２年の国勢調査の数値が確定していないため、平成２７年

の実績値が最新のものである」との答弁がありました。 

 また、委員からの「企業の方から、野洲には土地が欲しいがないと言われている。具体

的な案は」との質疑に対し、「産業系拡大市街地圏域を設定し、都市計画マスタープラン（案）

の３３ページに位置づけている」との答弁がありました。 

 また、委員からの「都市計画の進め方で優先度の明確化があるが、下部の計画はあるの

か。見ることは可能か。マスタープランに書く必要があるが、位置づけは」との質疑に対

し、「都市計画マスタープランは都市計画の将来像及びビジョンを示すもので、これを基に

具体的な事業を進めるに当たり、何を優先していくかは必要に応じて個別の計画で定める

ことになり、今後の都市計画事業を進めるに当たり、検討していく形になる」との答弁が

ありました。 

 また、委員からの「工業地としての野洲川右岸の工場が立地していた地域について、『地

区計画等を活用して工業地としての土地利用を図る』と明記しているが、市街化調整区域

であった旧三共の土地を工業地として土地利用するのか。下流の井口地先も含まれている

のか」との質疑に対し、「委員の質疑のとおり、製薬会社の工場跡地を想定して記載してい

る」との答弁がありました。 

 なお、委員間討議はありませんでした。 
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 慎重に審査した結果、議第５６号については、採決の結果、全員賛成により、原案のと

おり可決すべきものと決しました。 

 以上が、環境経済建設常任委員会に付託を受けました議案の審査結果報告であります。 

○議長（東郷克己君） これより、環境経済建設常任委員会委員長の報告に対する質疑を

行います。 

 ご質疑はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（東郷克己君） ご質疑がないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 次に、予算常任委員会委員長の報告を求めます。 

 第６番、岩井智惠子議員。 

○６番（岩井智惠子君） 第６番、岩井智惠子でございます。 

 去る６月１７日の本会議におきまして、予算常任委員会に付託を受けました議案を審査

するため、６月２２日及び２３日に各分科会を、また２８日に委員会を招集し、説明員の

出席を求め、慎重に審査をいたしました結果についてご報告を申し上げます。 

 議第４２号令和３年度野洲市一般会計補正予算（第２号）、議第４３号令和３年度野洲市

水道事業会計補正予算（第１号）、議第４４号令和３年度野洲市病院事業会計補正予算（第

１号）、以上３議案を議題として、６月２８日の予算常任委員会では、各分科会に分担しま

した令和３年度補正予算案が、詳細な説明を受けた後、慎重な審査が行われましたことを

各分科会の会長より報告を受けました。 

 主な報告の内容は、総務分科会長報告では、議第４２号令和３年度野洲市一般会計補正

予算（第２号）のうち、第２款総務費、ふるさと納税推進事業費で、委員からの「この事

業での収支の差が１００万円であるが、地元企業への活性化に向けての見込みは」との質

疑に対し、「事業者約８００社へアンケートを送り、その結果、協力、検討と回答した４３

社からは、既に返礼品を提示しているものもある。今後、ふるさと納税取扱いに係る中間

事業者を決定、商工会を通じてふるさと納税の返礼品について協力を依頼し、７月下旬に

返礼品に関する説明会を開催する予定である。商工会に加入していない事業者へも８月広

報で告知して説明会を開催する予定である」との答弁の報告を受けました。 

 第４款衛生費、保健衛生総務費では、委員からの「病院整備事業費の事務委託料には、

解決に伴う弁護士の経費が含まれているのか」との質疑に対し、「この金額については、顧

問弁護士である法律事務所の報酬規程に基づいて算定しているものを計上している」との
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答弁の報告を受けました。 

 次に、議第４４号令和３年度野洲市病院事業会計補正予算（第１号）で、委員からの「損

害賠償の２件に係る補正額と賠償額との差額は何なのか」との質疑に対し、「賠償額のほか

に、弁護士の報酬、交通費、日当等を含めた金額を計上している」との答弁の報告を受け

ました。 

 次に、文教福祉分科会長報告では、議第４２号令和３年度野洲市一般会計補正予算（第

２号）のうち、第３款民生費、民間保育所費では、委員からの「市内には私立の保育園が

６園あるが、小規模保育の公募の範囲及び連携施設はどのようになるのか」との質疑に対

し、「市内の私立保育園に加え市外事業者も対象となる。連携施設については、小規模保育

園近くに連携施設がない場合は、公立園で受け入れていく方向で考えている」との答弁の

報告を受けました。 

 第４款衛生費、予防費では、委員からの「野洲市における妊娠中の方へのワクチン接種

の対応は」との質疑に対し、「野洲市では現在６５歳以上の方の集団接種を実施している。

妊娠中の方からの相談事例はないが、どのような疾病でもかかりつけの医師に相談してい

ただくよう案内している」との答弁の報告を受けました。 

 また、委員からの「予防費の会計年度任用職員の雇用費の１億２，５１０万６，０００

円について、雇用形態や１日当たりの費用の詳細は」との質疑に対し、「雇用形態は会計年

度任用職員で医師、看護師、事務員であり、１０月頃までの措置となっている。費用では、

医師は１時間当たり平日１万５，０００円、休日２万円、看護師は１時間当たり平日２，

５００円、休日３，０００円である」との答弁の報告を受けました。 

 次に、１０款教育費では、「新型コロナウイルス感染症対策でトイレの自動水栓の整備を

計上しているが、新型コロナウイルス感染症対策予算で女子トイレに生理用品を配備する

ことは考えなかったのか」との質疑に対し、「小中学校においては、生理用品は保健室に備

えている」との答弁の報告を受けました。 

 続いて、環境経済建設分科会長の報告では、第４２号令和３年度野洲市一般会計補正予

算（第２号）のうち、第６款農林水産業費、農業振興費では、委員からの「担い手確保・

経営強化支援事業補助金について、事業内容と補助金の内容について説明願いたい」との

質疑に対し、「事業内容について、１点目は人・農地プランに基づき、農地中間管理機構を

活用し、農地の集積、集約化に取り組んでいる地域等において、意欲的な取り組みにより

農業経営の発展を図ろうとする担い手が融資を受けるというのが前提であり、主体的な経
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営、発展を支援するものである。２点目は、優先枠を設定し、農産物の輸出の拡大等に向

け、発展が著しいロボット、ＡＩ等のスマート農業に活用できる新たな技術の生産現場へ

の導入を重点的に支援するものである。補助金の配分の上限額は個人が１，５００万円、

法人が３，０００万円である」との答弁の報告を受けました。 

 第７款商工費、商工振興費では、委員からの「新型コロナウイルス感染症対策小規模事

業者応援給付金について、１事業者１０万円で６００件の予算計上とのことだが、野洲市

の事業者数等の説明を願いたい」との質疑に対し、「野洲市内の小規模事業者数は、商工会

の調査によると、昨年１２月末現在で、小規模事業者数は１，１０７事業所であり、これ

は商工会員のみでなく、全事業所になる。おおむねこの５０％程度の方々が申請されると

見込んでおり、少し余分も見て、６００事業者で予算計上した」との答弁の報告を受けま

した。 

 次に、議第４３号令和３年度野洲市水道事業会計補正予算（第１号）について審査いた

しました。 

 委員からの「前回、２か月減免を行ったことによって、市民にとって、どういう影響が

あったのか。検証は」との質疑に対し、「実施した水道料金の基本料金の減免の分析につい

て、一般家庭での水道の使用料がコロナ禍前の令和元年度と比べて、令和２年度では約２％

水道料金が増えた。令和元年度では１件、１期当たり、平均４２．８立米であった。令和

２年度では平均４３．８立米になり、１件、１期当たり、約１立米増えている結果が出た。

１年で６立米の増であり、金額に換算すると、約７５６円の増額になる。これはコロナ禍

の中で、ステイホームやテレワークなど、家庭にいる時間が増えた影響と考えている。こ

の水道を使う量が増えた分に対してのコロナウイルス感染症対策の一環として、行政が支

援するような考えとすると、一律に水道料金を減免した意味があったと考えており、来年

も同様に実施するということにも意義があると考えている」との答弁の報告を受けました。 

 次に、予算常任委員会に付託を受けました関係予算について委員間の討議を行いました。 

 委員からの「野洲市水道事業会計補正予算について、前回の減免で助かったとか、効果

があったとか、困っているだとかの話を聞かれたことはあるのか」との意見に対し、他の

委員から、「個々の議員の思いによって違うと思う。広く薄くということで予算計上されて

いる認識をしている」との意見がありました。 

 委員から、「議員の思いではなく、実際にそうした話を市民の方から聞かれたことがある

か。事実に基づいて検証する意味でお聞きする」との意見があり、他の委員から、「生活困
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窮者の相談から、やはり影響は大きいと思う。自らの周辺の市民の方の意見はどうなのか」

との意見に対し、委員から、「私の周辺では水道料基本料金の減免をされたことすら気づい

ていない方、知らない方がおられ、市民生活はあまり変わっていない印象がある」との意

見がありました。 

 次に、委員から、「一般会計補正予算で、コロナワクチン接種を受けたくても受けられな

い方に対して、タクシーチケットを出すなど、接種会場に行けない方々に対しての対策と

して、９月議会ではなく、補正予算を編成するなどしていくべき」との意見に対し、他の

委員から、「同感である。会場に行けない方への対策について、次の施策で対応することで

あるが、専決も含めて対応を願いたい」との意見がありました。 

 また、委員から、「昨年の１人１０万円給付の際に、執行部は一人ひとりに至る対応をさ

れた。今回のワクチン接種についても、特に６５歳以上の方に対しては、最後まで手厚い

対策を望みたい」との意見がありました。 

 次に、委員から、「自治会活性化補助金で各自治会１０万円の使途について、備品と消耗

品に限られており、使い道についてはもっと自治会に委ねて、もう少し幅広くして、お困

りの方に対して使えばいいのではないか」との意見に対し、他の委員から、「自治会で柔軟

に使えるようにすべきと考える。コロナによって、草刈りなど、通常の年度の自治会事業

ができなくなってきており、これらの委託にも使えるようにすべき」との意見がありまし

た。 

 次に、採決について、議第４２号及び議第４４号については、採決の結果、いずれも全

員賛成により、原案のとおり可決すべきと決しました。 

 次に、議第４３号については、採決の結果、賛成多数により、原案のとおり可決すべき

ものと決しました。 

 以上、予算常任委員会に付託を受けました議案の審査結果の報告といたします。 

○議長（東郷克己君） これより、予算常任委員会委員長の報告に対する質疑を行います。 

 ご質疑はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（東郷克己君） ご質疑がないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 ただいま議題となっております議第４２号から議第５６号まで、令和３年度野洲市一般

会計補正予算（第２号）、他１４件について、討論通告書が提出されておりますので、発言

を許します。 
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 まず、議第４２号について、第１４番、野並享子議員。 

○１４番（野並享子君） 議第４２号令和３年度野洲市一般会計補正予算（第２号）に対

しての賛成討論を行います。 

 本補正予算は、コロナ禍における補正予算が計上されており、民間保育園の自動水栓補

助や公共施設の自動水栓への改修や介護事業所への補助金や商工会にテイクアウトに対す

る補助金などが計上され、市民の命と暮らしを守る内容となっています。これらは、国か

らの新型コロナ感染症対応の地方創生臨時交付金であり、１００％国庫負担です。しかし、

今回の交付金は１億６，０００万円であり、支出は１億３，０００万円となっており、３，

０００万円は棚上げされています。市の説明では、第４波の拡大が懸念されたので残し、

９月の定例会で３，０００万円補正を上げるということでした。 

 今、ワクチン接種が進められていますが、高齢者や在宅で介護を受けられている方々が

接種の予約ができない、また接種会場まで行けないなど、取り残されています。他の自治

体ではタクシーチケットを配布し、接種会場まで行けるようにするとか在宅での接種を行

うなどされている自治体があります。７月までに６５歳以上の方々を完了する計画ですが、

現在約８２％であり、残り１８％の方、１，６８０人が予約されていないということであ

ります。接種しないという方もおられますので、この１，６８０人の方で、接種したくて

もできない方の状況を掌握し、対策が必要と考えます。昨年１０万円の給付金のときは一

人ひとり掌握し、９９％以上、給付金を受け取られました。今回のワクチン接種に関して、

１６歳から６４歳の方々の接種が７月末から始まりますが、そちらの方の接種が多くある

ので、実務に追われるかもしれませんが、１，６８０人の高齢者の方々に対して、予算を

つけて、希望者全員が接種できる体制、対策の構築をする必要があり、９月議会補正でな

く、早期に対応を求めます。 

 さらに、今回の補正予算では、小規模保育事業を進めるために、２か所、１，８００万

円の補助金が計上されました。この小規模保育事業は認可保育園の基準より緩和されてお

り、保育の質の低下が心配されています。短時間パートでも可能であり、１日のうちに保

育士がころころ変わるということも起こり、乳児にとって安定した保育環境を確保できま

せん。また、３歳児の壁もあり、全国的な問題にもなっています。３歳児から幼稚園での

預かり保育を行っていますが、保育園並みの１１時間保育ではありません。遠くで働くフ

ルタイムの方は、やはり保育園が必要です。目先の待機児童解消のために、小規模保育事

業を導入されますが、基本的には認可保育園の増設をすべきであります。 
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 以上、問題点を指摘し、賛成討論といたします。 

○議長（東郷克己君） ここでお伝えをしておきます。本日、報道機関の方が来られてお

りますので、録画、録音、写真等を許可いたします。申し伝えておきます。 

 次に、議第４３号について、第４番、橋俊明議員。 

○４番（橋 俊明君） 第４番、橋俊明であります。 

 それでは、議第４３号令和３年度野洲市水道事業会計補正予算（第１号）に対して、反

対の立場で討論いたします。 

 今回の補正につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事

業として計上されたものであります。 

 主な内容につきましては、収益的収入において、コロナ減免に伴う一般会計補助金とし

て２，０１２万５，０００円を計上するとともに、水道基本料金減免に伴う給水収益とし

て２，０９８万２，０００円を減額するものであります。 

 そもそもこのコロナ減免につきましては、栢木市長は、新型コロナウイルス感染問題へ

の支援策として、水道料金の基本料金を減免して、市民生活を支援することを公約として

掲げられました。令和２年度に２か月分、令和３年度に２か月分、合計で４か月分の減免

が実施されるという内容でありました。２月議会の議案質疑において、「令和３年度予算に

は計上されていないが」という質疑に対し、市長は、次のように答弁されております。「令

和３年度においても１期２か月分を予定していたが、独立採算を基本としている水道事業

会計単独で行うには今後の施設更新事業への影響などがあることから厳しいものと判断し

た。また、一般会計から水道事業会計への補助ができるかを検討したが、一般会計の財政

が非常に厳しい状況であるため、水道事業会計へ補助をしてまで実施することは見送るこ

ととした」と答弁をされております。 

 ３か月しか経過していないにもかかわらず、今回新型コロナウイルス感染症対応地方創

生臨時交付金を活用して、実施されようとしております。 

 一方、野洲市民病院の事業地に関して、駅前に整備するという方針転換の最大の理由は、

財政状況が厳しいことから、社会資本整備交付金、また病院事業債がつく可能性が高いと

いう財政上の理由であります。市長は選挙時の公約実現のために、都市計画税の課税１年

見送り、今回の水道料金の補正により、財政運営上、大きな支障を招いていると私は感じ

ております。 

 今回、栢木市長の施策展開について、市民の方々から、より財政に軸足を置いて進める
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べきであるとの意見を聞く機会が非常に多くございます。よって、今回、水道事業会計補

正予算（第１号）について反対するものであります。議員各位のご賛同を賜りますようよ

ろしくお願いを申し上げます。 

○議長（東郷克己君） 次に、第３番、田中陽介議員。 

○３番（田中陽介君） 第３番、田中陽介です。 

 議第４３号令和３年度野洲市水道事業会計補正予算（第１号）について、原案に対して

反対で討論させていただきます。 

 私は前回のときにもこの政策は効果が薄いのではないか、目に見えてこないということ

で反対をいたしました。今回も基本的には同じです。 

 そして、今回、改めて出てきた話をしまして、前回の減免の効果を検証したのかと委員

会でも質問しましたけれども、コロナ禍で水道料金が１年で１世帯当たり８００円程度、

６立米上がっていると。そして、今回の基本料金の減免では１世帯約８００円程度。なの

で、コロナ禍での家計支援になるというような話でした。 

 確かに部分的に見ると、なるほどなと思わなくもないんですけれども、本質的な問題は

そこではなくて、問題は本当にそれによってどれだけ困っている人がいるのか、そしてそ

のことによって具体的に市民の皆さんがどういうふうによくなっていくのかということが

示されていないですし、検討もしっかりされているようには思えず、それらしい小手先の

理由づけになってしまっているのかなというふうに思います。 

 今回の補正予算では、コロナの対策費として国からもらえる額に満たない予算要求とな

っています。これは緊急事態宣言が出ていた中で、これから本当に必要なことが出てきた

ときのために残しているというような説明を受けております。であれば、やはり幾ら選挙

のときに市長が私案でやると言っていたというのはあっても、このような効果のなかなか

見えてこない、薄く広いばらまきというのは中止していただいて、これから本当に出てく

るであろう生活困窮等、本当に救わなければいけないところに重点的に予算措置をすべき

であると私は思います。 

 議員各位においては、このたびの対策で市が行うところで、こうした水際の本当に命に

関わるところというのは今出てきていない状態です。こういう本当に市が最後の最後にや

らなければいけないところがまだ出ていないということを留意した上で、最終審議、判断

をしていただきたいと思います。 

 以上、反対の討論といたします。 



 －307－ 

○議長（東郷克己君） 次に、議第４５号について、第１３番、工藤義明議員。 

○１３番（工藤義明君） 第１３番、工藤義明です。 

 議第４５号野洲市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例について、反対の立

場で発言いたします。 

 本条例について、一般質問でも質問いたしましたが、電子情報処理組織による申請等、

第３条の４項での基本が、マイナンバーカードの普及促進と結びつけられた内容でありま

す。マイナンバーカード導入につきましては、日本共産党として当初から国民、市民の立

場より行政の利便性、利活用を最優先として、数々の問題点を置き去りにしたものと指摘

して反対してきました。 

 さらに、デジタル関連法案が国会提案から十分な議論されないまま、僅か３か月でのス

ピード強行成立となりました。９月１日には司令塔となるデジタル庁も発足され、行政手

続のオンライン化が推進されます。政府は生活利便性の向上をアピールしますが、最も心

配される個人情報の漏えいなどの懸念は払拭されていません。 

 先日、重大な事案も発生しております。無料通信アプリ「ＬＩＮＥ」の利用者、国内で

８，８００万人の方が利用されているこの個人情報が業務委託先である中国の関連会社か

ら閲覧できる状態になっていたことが判明いたしました。 

 デジタル化には国民の多くには一定の理解はありますが、マイナンバーカードをはじめ、

デジタル化推進には、確実な個人情報の漏えいに対する管理対策が万全でなく、自治体と

しても、問題点が確実に精査されていないことを指摘して、本条例への反対討論といたし

ます。議員各位の賛同をよろしくお願いいたします。 

○議長（東郷克己君） 以上で、通告による討論は終了いたしました。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより、順次採決いたします。 

 議第４２号令和３年度野洲市一般会計補正予算（第２号）について採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議第４２号は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

            （全員起立） 

○議長（東郷克己君） ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議第４２号は委員長の報告のとおり可決されました。 
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 次に、議第４３号令和３年度野洲市水道事業会計補正予算（第１号）について採決いた

します。 

 お諮りいたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議第４３号は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

            （多数起立） 

○議長（東郷克己君） ご着席ください。 

 起立多数であります。よって、議第４３号は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議第４４号令和３年度野洲市病院事業会計補正予算（第１号）について採決いた

します。 

 お諮りいたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議第４４号は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

            （全員起立） 

○議長（東郷克己君） ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議第４４号は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議第４５号野洲市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例について採決

いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議第４５号は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

            （多数起立） 

○議長（東郷克己君） ご着席ください。 

 起立多数であります。よって、議第４５号は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議第４６号野洲市公告式条例等の一部を改正する条例について採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議第４６号は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

            （全員起立） 

○議長（東郷克己君） ご着席ください。 
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 起立全員であります。よって、議第４６号は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議第４７号野洲市附属機関設置条例の一部を改正する条例について採決いたしま

す。 

 お諮りいたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議第４７号は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

            （全員起立） 

○議長（東郷克己君） ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議第４７号は原案のとおり可決されました。 

 次に、議第４８号野洲市税条例等の一部を改正する条例について採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議第４８号は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

            （全員起立） 

○議長（東郷克己君） ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議第４８号は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議第４９号野洲市手数料条例の一部を改正する条例について採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議第４９号は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

            （全員起立） 

○議長（東郷克己君） ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議第４９号は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議第５０号野洲市地域ふれあい公園条例の一部を改正する条例について採決いた

します。 

 お諮りいたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議第５０号は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

            （全員起立） 

○議長（東郷克己君） ご着席ください。 
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 起立全員であります。よって、議第５０号は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議第５１号野洲市改良住宅条例を廃止する条例について採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議第５１号は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

            （全員起立） 

○議長（東郷克己君） ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議第５１号は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議第５２号和解について採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議第５２号は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

            （全員起立） 

○議長（東郷克己君） ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議第５２号は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議第５３号損害賠償の額を定めることについて採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議第５３号は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

            （全員起立） 

○議長（東郷克己君） ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議第５３号は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議第５４号損害賠償の額を定めることについて採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議第５４号は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

            （全員起立） 

○議長（東郷克己君） ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議第５４号は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議第５５号市道路線の認定について採決いたします。 
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 お諮りいたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議第５５号は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

            （全員起立） 

○議長（東郷克己君） ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議第５５号は委員長の報告のとおり可決されました。 

 次に、議第５６号野洲市都市計画マスタープランの改訂について採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 本案に対する委員長の報告は可決です。議第５６号は、委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の方の起立を求めます。 

            （全員起立） 

○議長（東郷克己君） ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議第５６号は委員長の報告のとおり可決されました。 

 （追加日程第１） 

○議長（東郷克己君） 追加日程第１、議第５８号令和３年度野洲市一般会計補正予算（第

３号）を議題といたします。 

 市長の提案理由の説明を求めます。 

 市長。 

○市長（栢木 進君） それでは、本日、追加で提出いたしました議案の提案理由をご説

明申し上げます。 

 議案としまして、補正予算１件を提案いたしますので、ご審議をよろしくお願いいたし

ます。 

 議第５８号令和３年度野洲市一般会計補正予算（第３号）は、歳入歳出予算それぞれに

９，６３４万２，０００円を増額します。歳出の内容については、民生費の市民生活費に

おいて新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金及び事務費を、児童措置費におい

て低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金及び事務費を追加いたしま

す。また、歳入では、歳出に対する国庫支出金を追加します。 

 以上、議案の提案説明といたします。 

○議長（東郷克己君） これより、ただいま議題となっております議第５８号について質

疑を行います。 
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 ご質疑はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（東郷克己君） ご質疑がないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 次に、ただいま議題となっております議第５８号については、会議規則第３９条第３項

の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（東郷克己君） ご異議なしと認めます。よって、議第５８号については、委員会

付託を省略することに決しました。 

 次に、ただいま議題となっております議第５８号令和３年度野洲市一般会計補正予算（第

３号）について討論はございますか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（東郷克己君） 討論がないようですので、討論を終結いたします。 

 これより採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 議第５８号令和３年度野洲市一般会計補正予算（第３号）は、原案のとおり決すること

に賛成の方の起立を求めます。 

            （全員起立） 

○議長（東郷克己君） ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、議第５８号は原案のとおり可決されました。 

 暫時休憩いたします。執行部の皆様はここで退席となります。再開を午後２時２０分と

いたします。 

            （午後２時０２分 休憩） 

            （午後２時２０分 再開） 

○議長（東郷克己君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 岩井議員より発言の訂正を求められておりますので、これを許可いたします。 

 岩井議員。 

○６番（岩井智惠子君） 議第４３号令和３年度野洲市水道事業会計補正予算（第１号）

について報告をいたしましたが、「本年度も同様に実施するということにも」と言うところ

を「来年度」と言ったことで、皆様に大変ご迷惑をおかけいたしました。「本年度」という
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ことで訂正をさせていただきます。 

 （追加日程第２） 

○議長（東郷克己君） 追加日程第２、決議第４号病院整備事業の進め方に関する決議（案）

を議題といたします。 

 決議第４号にあっては、既に配付いたしました決議（案）のとおりです。 

 それでは、ただいま議題となっております決議第４号病院整備事業の進め方に関する決

議（案）について、提出者から提案理由の説明を求めます。 

 第１３番、工藤義明議員。 

○１３番（工藤義明君） 第１３番、工藤義明です。 

 私は、病院整備事業の進め方に関する決議（案）に対する提案説明をさせていただきま

す。 

 「分断から協調へ」「笑顔あふれる市政の実現へ」を大々的に掲げ、多くの市民の期待を

集め、市長は当選されました。しかし、これまでの市政運営、特に病院整備事業における

迷走と政策決定における不透明は、多くの市民の憤りを買い、選挙時のスローガンとは裏

腹に、新たな分断や市政への不信を招いています。意思決定のプロセスや政策のビジョン

の提示をこれまでも求めてきましたが、今もって、議会にも結論のみという対応が繰り返

され、今議会、さらには本日の全協での答弁も誠実さを欠いたものでありました。 

 病院整備をめぐりましては、３０日、全員協議会で病院整備構想、計画に係るプロポー

ザルについて説明との方針が示されていますが、議会答弁から察すると、Ｂブロックでの

整備に一気に突き進むということが想定されます。また、答弁では、仮にＢブロックで整

備した場合、大きな問題である駐車場問題について何ら構想がないこと、さらに市長がこ

だわるＡブロックでのにぎわい創出案についても何の計画やビジョンも持っていないこと

が明らかになりました。 

 このような市民置き去りの市政運営については看過できないことから、議会の意思を今

回の決議として示すべく提案させていただきます。 

 以上を提案理由とさせていただきます。よろしくお願いします。 

○議長（東郷克己君） これより、ただいま議題となっております決議第４号について質

疑を行います。 

 ご質疑はございませんか。 

 暫時休憩いたします。議員の方は自席でこのままお待ちください。 
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            （午後２時２５分 休憩） 

            （午後２時２９分 再開） 

○議長（東郷克己君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 質疑通告書が提出されましたので、発言を許します。 

 第１０番、稲垣誠亮議員。 

○１０番（稲垣誠亮君） それでは、工藤義明議員提出の決議第４号病院整備事業の進め

方に関する決議（案）について、簡単にちょっと質疑を行いたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。 

 決議（案）にあります第１項目めにおいて、病院整備をＡブロックとし、にぎわい創出

を図ることが最善の判断とされています。提案者におかれましては、このにぎわいとはど

のようなものを考えていらっしゃるのか、具体的に見解を述べていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○議長（東郷克己君） 第１３番、工藤義明議員。 

○１３番（工藤義明君） 第１３番、工藤義明です。 

 今、稲垣議員より質問がありました。私はこの質問に違和感を感じております。このＡ

ブロックに関するここまでの議論は、さきの山仲市長時代に多くの時間を費やして詳しい

内容を議論したはずです。そこにも稲垣さんは深く関与をされておりました。その中で、

あのＡブロックでの病院建設をするに当たってのにぎわいの説明は市長からありました。

このことをお忘れではないかというふうに思います。 

 また、違和感を感じるのは、なぜＡブロックのことについてにぎわいを聞かれるのか。

逆に、今、栢木市長はＢブロックを決定した状態で事を進められようとされています。そ

の中で、私どもがにぎわい問題をどうするのかという質問をしても、一切、今の内容はな

いんです。そのことを先に具体的に明らかにしてもらう、そういう発言を本来は今の栢木

市長にすべきだというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（東郷克己君） 稲垣議員。 

○１０番（稲垣誠亮君） 答弁、ありがとうございました。全く答えになっていないと思

います。単純に決議（案）にＡブロックでにぎわいの創出を図ると、工藤議員自ら上程さ

れています。そこを、それなのに今までの議論があったと、そういうふうに自己の見解を

述べないで逃げられるのは大変ずるい、ひきょうなのではないかと。市長の今までの説明
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があったとしても、考えは各議員それぞれ、必ずしも市長のお考えと１００％一致という

ことはあり得ないと思いますし、提案者自らの考えをお聞きしたいと思っていますので、

自身の考えがないのであれば、もう市長のお考えということで踏襲いただいたらいいです

し、あるのであれば、例えば病院関係者を中心としたにぎわいとか、一例でしかありませ

んけども、端的にお答えいただけたらと思います。 

 以上です。 

○議長（東郷克己君） 工藤議員。 

○１３番（工藤義明君） 第１３番、工藤です。 

 答弁になっていないということをおっしゃいます。私は質問になっていないと思ってい

ます、逆に。あれほど、稲垣議員は当時の山仲市長に対して病院問題をいろいろ質問され

ました。それはどういう質問されたか、私は反対しているのではないんです、市長を応援

したいんですということで発言されたではないですか。そこで十分、駅前でのにぎわい創

出に関して、あのＡブロックでの建設という話をここまでされてきました。そこには病院

とともに、自転車置場であるＣ地区、あそこでの商業施設も当初セットされていました。

そういった中で、その商業施設、または図書館の分館も計画する、また病院に来られる方々、

患者さん含め、お見舞いに来られる方々の人流も発生するということで、人の流れが起こ

るではないかということを聞かれたはずです。ここにおられる１８名の議員さん皆、聞い

ておられるはずです。それが答えになるかと思います。 

 それならば、こういう発言をされるのであれば、今の栢木市長に対しても、もっと市長

が言われるにぎわいという内容を聞いていただきたいというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（東郷克己君） よろしいですか。稲垣議員。 

○１０番（稲垣誠亮君） 答弁、ありがとうございました。お考えは分かりました。ただ、

にぎわいと言われるものですが、今の議員の答弁、Ｃ地区に関する提案はありましたけど

も、確かこれは私の理解、認識ではＡブロックでの病院整備と同時にＣ地区も開発を進め

ていくという、そういう計画だったと思いますけども、結局、吸引力に欠ける、商業ベー

スとして成り立たないということで、Ｃ地区の計画は途中で中断した、頓挫したというふ

うに、私の認識ではあるんですが、基本的に、すみません、再度確認なんですが、工藤議

員の考えるにぎわいというのは、公共施設をもって、なおかつ病院関係者をもって、にぎ

わいとするということで再度確認したいと思いますが、それでよろしいでしょうか。よろ
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しくお願いいたします。 

○議長（東郷克己君） 工藤議員。 

○１３番（工藤義明君） 再度、質問にお答えをさせていただきます。 

 人の流れということを私は言いました。病院関係者もそこにおられるでしょう。患者さ

んもおられるでしょう。お見舞いに来られる方もおられるでしょう。当初は確かに同時進

行という形で提案されました。しかし、残念ながら、まず病院建設ということで、今は止

まっております。しかし、その止まった原因というのは、今、稲垣さんが冒頭で言われた

ようなことで商業施設が中止されたということは、私は聞いていませんけども、それ、私

だけの勘違いかな。稲垣さんが今答えられた、にぎわいができない、それがちょっと意味

が分からなかったので、後でまた結構ですけど、教えていただきたい。取りあえず、人の

流れということでのことで、私が逆に稲垣さんにお願いをしておきたいのは、もう少し今

の現在の栢木市長が言われるそのにぎわいという部分についても聞いて、当初のＡブロッ

クでの病院建設としてのにぎわいとどこが違うんだということを、私はよくそこを精査し

ていただきたいと。横へちょっとはみ出ましたけど、以上で終わらせていただきます。 

○議長（東郷克己君） 以上で、通告による質疑は終了いたしました。 

 これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 次に、ただいま議題となっております決議第４号については、会議規則第３９条第３項

の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（東郷克己君） ご異議なしと認めます。よって、決議第４号については、委員会

付託を省略することに決しました。 

 次に、ただいま議題となっております決議第４号について討論はございますか。 

 暫時休憩いたします。 

            （午後２時４２分 休憩） 

            （午後２時５１分 再開） 

○議長（東郷克己君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 討論通告書が提出されましたので、発言を許します。 

 まず、第１６番、北村五十鈴議員。 

○１６番（北村五十鈴君） 第１６番、北村五十鈴です。 
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 決議第４号病院整備事業の進め方に関する決議（案）、原案に対して、反対の立場で討論

します。 

 この決議は、表題に「病院整備の進め方に関する」とあるように、進め方に対する決議

と思いきや、中身を読むと、「１、Ａブロックを病院整備地にすること、２、Ｂブロックに

するならＢの整備構想、Ａの活用構想、駐車場整備の３セットの提示をすること」とあり、

また、その提案理由には、市民を置き去りにした市政運営を看過できないと書いてありま

す。表題の進め方に対する決議なら、私も少しは理解できます。しかし、どうも論点が見

えてきません。前回の決議、市長が就任早々、設計を止めたことに対する決議もそうであ

ったと思います。止め方がよくなかったのか、Ａブロックをやめたことが駄目なのか。こ

れも止め方なら、私も少し理解できました。正直、市長の進め方は少し乱暴で、強引であ

ったと思います。もう少し丁寧な説明、議論も必要だったと思います。しかし、決議文は

そのどちらも明らかにはしていませんでした。一体、どちらだったのか、それとも止めた

のも、Ａブロックも、要は全て現行のままでないといけないということなのか。だとした

ら、現計画には課題や問題意識はないのでしょうか。 

 あくまでも私の理解ですけれども、市長は図面を止めたのではありません。現計画を止

めたのだと理解しています。あの図面には見えない施工費、すなわち建築費が担保されて

います。あの図面を使うということは８０億、坪単価にして約１８０万の豪華な病院を建

てることが漏れなくついてきます。それも当初の図面ではありません。積み上げてきた理

念を不落札のためにあっさり捨て、金額に面積を合わせる再入札のための図面でした。 

 経験から、再入札の手法には３つあると思います。コンセプトを残し予定価格を上げる、

コンセプトを捨てて金額に面積を合わせる、そしてコンセプトは変えず設計をやり直す。

その中で一番してはならない手法を当時、市は選びました。建物はお金を出せば建つもの

ではありません。市の思いを図面にしてくれる設計会社、その図面を形にしてくれる施工

会社、その平等な信頼関係からいい建物ができます。市民に喜ばれる建物を建てることが

施工会社の本分であることを分かっていませんでした。 

 １２億にも及ぶ積算ミスの理由を市場高騰のせいにしていては、面積を減らした図面で

もきっと再入札も不落に終わったと思います。だから、そんな現計画の図面に執着するこ

となどないのです。Ａブロックにこだわるのなら、計画の見直しを提案するしかありませ

ん。ましてや、計画を見直すなら、図面は使われることはありません。その一連の行動に

一貫性がないと思います。 
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 今回もそう思えます。この決議でＡブロックに果たして戻るのでしょうか。答えは今回

も計画の見直ししかないのです。敷地が狭いとか駐車場がないとか、それでは目先の小言

になります。そもそも駅前立地を選んだ時点で、十分な駐車場を求める発想が現実的では

ありません。広い駐車場を望むのなら、立地は郊外型になると思います。しかし、郊外で

は、何かに特化した病院でないとこの規模の総合病院では経営が駅前よりも厳しい。だか

ら、経営面を最優先に考えて、駅前周辺に決まっていました。それに貴重な駅前市有地の

土地利用の観点から、大きな駐車場は貴重な市財産の無駄な使い方にほかならないと思い

ます。 

 それでも今回、辛うじて立地場所は駅前に戻りました。ワンマンで強硬な市長なら郊外

にする、その一言でこの議論さえなかったかもしれません。しかし、栢木市長は精いっぱ

い譲歩されました。だからといって、市の進め方に今回もうなずけないところは確かにあ

りました。早々に駅前周辺という表現ではなく、Ｂブロックを宣言したこと。Ａブロック

の議論なく、複合施設を民間に委ね、税の増収を計画していること。もっと言えば、市民

病院整備評価委員会の委員の多くは現計画で集められたものでした。そもそもＡブロック

を賛成している委員の方たちに意見を求めても、Ａブロックがいいと言うに決まっていま

す。評価委員会を開催するなら、新たに立ち上げるべきでした。また、設置条例も担当者

から、どうしてあんなに早々に設置したのか分からないなどと、同じ野洲市役所の職員の

答弁ではいかがなものかと私は思いました。 

 このように、突っ込みどころはいっぱいあるのに、この決議の文面からは読み取れませ

ん。しかし、私は、今述べた市の不安材料を全て差し引いても、設計を止めたことしかり、

豪華な病院にノーの表明をしたことを評価したいと思います。止め方は別にして、よくぞ

止めてくださったと私は思っています。個人的には、今でも私は当初デザイン、松岡さん

の設計がベストであると思っています。ＡでもＢでもＣでもない、駅前市有地全体のグラ

ンドデザインとして、広場を囲んだ施設、病院、箱物ではなく人でにぎわいを生むビジョ

ン構想、これについては、これからも諦めずに進言していきたいと思っています。 

 それよりも優先すべきは、現計画にこだわらず、どんな駅前がいいのか、みんなで議論

を積み重ね、知恵を出し合い、前に進めること。決して議会が足かせになってはいけませ

ん。そうしないと、現市立野洲病院は耐震面からも、朽ちてきている建物の安全性からも、

そして何よりコロナでも働き続けてくださっている医療従事者の感謝も含めて、時間があ

りません。折衷案を私は望んでいます。 
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 議員構成が変われば一気に進むと４年前言われて、賛成議員が過半数を取りました。し

かし、４年前と今も病院整備は少しも変わっていません。原因は数ではなく、お互いの理

解でしかないと思います。よって、現計画に戻せ、戻せないなら納得する代案を説明せよ、

でないとけしからん、そんな決議は早期建設を長引かせているだけで、割れたグラスをテ

ープでつなぎ合わせているようなものです。そんなグラスで喉を潤しても、結局、口をけ

がします。 

 私はそもそも病院という事業に行政が手を出すこと自体には反対でした。民間に任せる

のが本意です。しかし、時間をかけて合意形成された駅前建設には賛成してきました。そ

れでもこだわりたいのは規模と経費です。１２０床程度、平米単価３６万の建築費、一番

大切なのは駅前に暮らす市民がおられるということ。にぎわいの創出、野洲市のまちづく

りビジョン、健康テーマにした理念を置き忘れ、病院建設だけを進めても、財政難に拍車

をかけ、近い将来、野洲市が病気になってしまうと思います。よって、これを反対理由と

し、今回の決議には反対します。 

○議長（東郷克己君） 次に、第３番、田中陽介議員。 

○３番（田中陽介君） 第３番、田中陽介です。 

 決議第４号病院整備事業の進め方に関する決議（案）に対して、賛成で討論をさせてい

ただきます。 

 野洲市においては、病院整備は現市立病院の老朽化など、喫緊課題、これは市長におい

ても、我々においても同じ意識であります。早急に整備が必要で、最重要課題という発言

も聞こえてきております。しかしながら、一般質問で多くの人が質問した中の答えでもあ

るように、市の意識はＡブロックには絶対建てないと、民間でにぎわいをつくるんだ、Ｂ

ロックで病院はやるということの一点張りです。もちろん早急に必要な機能を備えたもの

がＢブロックを使って整備可能である具体的な根拠が示された上でこの話をするのならば、

議論の余地はあると思います。ところが、出てくる答えはもうコンサルに丸投げみたいな

答えばかりなんですね。先ほど北村議員もやり方には問題があるのじゃないかとおっしゃ

っていて、先ほどの全員協議会でもいろいろおっしゃっていましたけれども、やはり市と

してしっかり持っておかないと、そんなよその人に全てを託しても絶対うまくいかない。 

 現在の担当課では、課題解決のめどが立ってないということなんですね。今回のプロポ

ーザルの内容を見ましても、やはりちょっと不安しかありません。これでは以前の病院現

地建て替え案、この私案と、全く同じような轍を踏むのじゃないかなという不安がいや応
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なしに、これはよぎります。 

 そんな状態で私たち議会も何をもって判断すればいいのか、早急に整備しなければいけ

ないということは皆、共通の課題です。しかしながら、きちんと説明して、丁寧に根拠を

示してやると言って通した構想、基本設計の予算が合意形成なしに進める、そういう根拠

になってしまっているというのが非常に残念です。現時点では、私たちは市民の方にどう

なっているのかと聞かれても、十分な説明はできません。こうしたやり方では、次の予算、

基本設計にかかってくるときに、もう本当にイエスかノーかだけの一発審議、この重要な

案件がそんなふうに議論を交わすことなく、ただの多数決だけで決まってしまうという、

そんなふうになりかねないというおそれを感じております。 

 こういう賛否の分かれる案件というのは、この時点で正しい答えを出せということは誰

も正直ないと思います。だからこそ、プロセスが大事であって、しっかり熟議していくこ

とというのが大切だなと私は思います。 

 このまま時間が経っていくと、１０月の選挙で議員構成が変わると思います。変わった

中で、どうなるか分かりませんけれども、本当に多数決だけで決まるようなことにならな

いように、しっかり議会が本来の議事機関という意味をしっかり仕事をして、この案件を

前に進めていかなければいけないという意味で、私はこの決議（案）に対して、賛成をし

たいと思います。 

 納得できるかどうかは、それぞれの判断ではあるんですけれども、少なくとも理解でき

て、議論できて、そして最終、市民の方に説明できるような、そういう進め方をしっかり

とされていく、そういうふうに改めていかれることを求めて、以上で賛成討論とします。 

○議長（東郷克己君） 次に、第５番、坂口重良議員。 

○５番（坂口重良君） 決議第４号病院整備事業の進め方に関する決議、原案に対して賛

成で討議をいたします。 

 第５番、坂口でございます。 

 我々がＡブロックでの整備を繰り返し求める理由は、第１に、病院評価委員会での指摘

されたＡブロックの優勢が上げられるということです。そして、第２には、Ｂブロックと

比べても課題が大幅に少なく、実現可能性の最も高い案だと考えられるからであります。

一方、市長はＡブロックの商業施設誘致の実現性とうまくいく根拠についても、サウンデ

ィング型市場調査を行い、検討してまいりますと、同じ答弁の繰り返しであります。成功

の自信のほどと私たちを納得させられるビジョンがなく、Ｂブロックについても広報で丁
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寧に説明していくとの答弁をいただきましたが、本日、見ましたら、とても丁寧な説明に

は程遠いものでございました。条件のよいＡブロックを避け、狭小で形の悪い、使いづら

いＢブロックにわざわざ無理して整備する根拠と言えず、他の議案同様、病院整備事業案

や駅前整備案に対して、議決権を持つ議会の審議に付す要件をとても満たしているとは考

えられません。 

 現市立野洲市民病院の著しい老朽化を考えれば、議会との議論を繰り返し、合意形成を

行いつつ、整備事業を進めることが重要なことであります。今回の決議は、こうした観点

から、２項目の要請をするもので、市民の切実な願いを踏まえたものであり、賛成を強く

訴え、賛成討論とします。ありがとうございます。 

○議長（東郷克己君） 以上で、通告による討論は終了いたしました。 

 これより、決議第４号について採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 決議第４号病院整備事業の進め方に関する決議（案）は、原案のとおり決することに賛

成の方の起立を求めます。 

            （多数起立） 

○議長（東郷克己君） ご着席ください。 

 起立多数であります。よって、決議第４号は原案のとおり可決されました。 

 （追加日程第３） 

○議長（東郷克己君） 追加日程第３、発議第１号野洲市議会政務活動費の交付に関する

条例の一部を改正する条例、他１件を議題といたします。 

 発議第１号及び発議第２号の発議書（案）は、既に配付したとおりでございます。 

 それでは、ただいま議題となっております発議第１号野洲市議会政務活動費の交付に関

する条例の一部を改正する条例及び発議第２号野洲市議会会議規則等の一部を改正する規

則について、提出者から提案理由の説明を求めます。 

 第４番、橋俊明議員。 

○４番（橋 俊明君） 第４番、橋俊明であります。 

 まず、発議第１号野洲市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例につ

いて、提案理由の説明を申し上げます。 

 国のデジタル時代に向けた規制、制度の見直しの１つである押印原則の見直し及び新型

コロナウイルス感染防止対策の一環として、野洲市議会においても、押印廃止により手続
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等の簡素化を図るとともに、今後進めていく手続等におけるデジタル化を推進しやすい環

境の整備を図るため改正を行うものです。 

 内容としては、会派結成（異動）届及び政務活動費収支報告書での押印を廃止するべく、

様式第１号、様式第２号及び様式第３号の改正を行うものです。 

 なお、本条例は本年７月１日から施行しようとするものです。 

 以上、提案理由の説明といたします。 

 続きまして、発議第２号野洲市議会会議規則等の一部を改正する規則について、提案理

由の説明を申し上げます。 

 今回の改正につきましては、まず改正条例第１条では市議会会議規則の一部改正を行う

もので、女性をはじめとする多様な人材の市議会への参画を促進する環境整備を図る観点

から、本会議への欠席事由の追加等を行うものです。 

 内容としては、第２条では市議会議員の出産予定日の前６週及び当該出産後の８週間を

経過する日までの期間、休暇を取得することができることとするなど、住民が議員として

活動するに当たっての制約要件の解消に資するものです。 

 また、第８９条では手続の簡素化のため、請願者の押印を廃止し、また１０３条では市

議会における議案審議において、タブレット端末による議案審議を可能とすることにより、

市民の方々の手続の簡素化及び効率的かつ効果的な議案運営に資するために改正を行うも

のです。 

 次に、改正条例第２条では野洲市議会委員会規則の改正を行うもので、改正条例第１条

と同様の理由により委員会への欠席事由の追加等を行うものです。 

 次に、改正条例第３条では野洲市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則の一部の

改正を行うもので、内容としては、政務活動費の交付申請書等における押印廃止による手

続の簡素化を図るべく、様式改正を行うものです。 

 次に、改正条例第４条では野洲市議会議員政治倫理条例施行規則の一部改正を行うもの

で、審査の請求の連署にあっては署名のみとし、押印を廃止するべく、様式を変更し、請

求者の手続の簡素化を図るものです。 

 なお、本規則は本年７月１日から施行しようとするものです。 

 以上、提案理由の説明といたします。 

○議長（東郷克己君） これより、ただいま議題となっております発議第１号及び発議第

２号について質疑を行います。 
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 ご質疑はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（東郷克己君） 質疑がないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 次に、ただいま議題となっております発議第１号及び発議第２号については、会議規則

第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議

ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（東郷克己君） ご異議なしと認めます。よって、発議第１号及び発議第２号につ

いては、委員会付託を省略することに決しました。 

 次に、ただいま議題となっております発議第１号及び発議第２号について討論はござい

ますか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（東郷克己君） 討論がないようですので、討論を終結いたします。 

 これより、発議第１号及び発議第２号について、順次採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 発議第１号野洲市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例は、原案の

とおり決することに賛成の方の起立を求めます。 

            （全員起立） 

○議長（東郷克己君） ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、発議第１号は原案のとおり可決されました。 

 次に、発議第２号野洲市議会会議規則等の一部を改正する規則は、原案のとおり決する

ことに賛成の方の起立を求めます。 

            （全員起立） 

○議長（東郷克己君） ご着席ください。 

 起立全員であります。よって、発議第２号は原案のとおり可決されました。 

 （追加日程第４） 

○議長（東郷克己君） 追加日程第４、意見書第６号から意見書第９号まで、夫婦・親子

の同姓維持と旧姓の通称使用拡充を求める意見書（案）、他３件を一括議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。 
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 まず、意見書第６号について、第６番、岩井智惠子議員。 

○６番（岩井智惠子君） 第６番、岩井智惠子でございます。 

 夫婦・親子の同姓維持と旧姓の通称使用拡充を求める意見書（案）について、趣旨説明

をいたします。 

 昨今、夫婦の姓の在り方について議論になっています。つい先日、６月２３日の最高裁

大法廷でも夫婦同姓を合憲とし、選択的夫婦別姓を認めない判決がありました。平成２７

年に続き、２度目の合憲判断です。判決では、夫婦同姓は社会に定着しており、合理性が

あるとした平成２７年の判断について、社会や国民の意識の変化を踏まえても変更すべき

とは認められないと指摘しました。また、平成２９年に行われた内閣府の調査において、

別姓は子どもにとって好ましくないという声は６２．６％に上っています。個人や家庭に

とっても、社会や国にとっても子どもを育むことは最も重要なことであります。我々は６

割を超す人が好ましくないと回答されたことを重く受け止めるべきと考えており、今般の

最高裁判決も同様の趣旨だと思っています。 

 また、昨今では、夫婦別姓に賛成が多数などと宣伝されていますが、さきに上げた内閣

府調査では、夫婦別姓を自ら選択するという人は全体の８．４％であることも明らかにな

っています。一方、婚姻による改姓で不便を感じる人がおられるのも事実であり、内閣府

調査では婚姻をしても仕事の不便を生じないようにしたほうがよいとの意見は全体の約３

割となっており、こうした不便を解消する方策として、通称使用の拡充を求めるものです。 

 以上、夫婦同姓制度は堅持しつつ、婚姻による不利益等が生じないよう、通称使用の拡

充という現実に即した対応を求めるべく、本意見書（案）を提出いたしました。どうかご

理解のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

○議長（東郷克己君） 次に、意見書第７号について、第１４番、野並享子議員。 

○１４番（野並享子君） 意見書第７号放射性汚染水の海洋放出を２年後に行うことに中

止を求める意見書（案）の趣旨説明を行います。 

 東京電力・福島第一原子力発電所の汚染水を浄化した処理水の処分について、政府は２

０２１年４月１３日に関係閣僚会議を開いて、海に流すという方針を決めました。放射性

物質の濃度を国の基準より下げて、２年後から実施するということであります。この政府

の基本方針については、全国漁業協同組合連合会が到底認定、容認できるものではないと

反対を表明いたしました。この漁業関係者だけでなく、日本の魚介類に対して、安全、安

心を願う国民にも到底受け入れられるものではございません。 
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 ２０２３年から放射線濃度を国基準から下げて放出をするということを決めるのではな

く、汚染物質のトリチウム除去のシステムの構築、これが必要ではないでしょうか。この

トリチウムの除去、この１００％除去できるということが近畿大学で東日本大震災の復興

支援として取り組んでいます“オール近大”川俣町復興支援プロジェクトの一環として、

実施が予定されております。この１００％除去できるということ、これを実用化の道に開

けていけば、汚染水のタンクの解消をすることができます。濃度を薄めるというのは、物

質はそのまま放出するということであります。この汚染物質を取り除くという方針こそが

必要ではないでしょうか。 

 薄めて放出をするということはやめるべきであり、この本意見書に対しての趣旨説明と

させていただきます。反対討論も提出されていないということですので、議員の皆さんの

ご賛同、よろしくお願いいたします。 

○議長（東郷克己君） 次に、意見書第８号について、第１５番、東郷正明議員。 

○１５番（東郷正明君） 第１５番、東郷正明です。 

 議題となっております意見書第８号の老朽原発再稼働に反対する意見書の趣旨説明を行

います。 

 政府は２０５０年の温室効果ガス排出実質ゼロを定め、温室効果ガス排出量の３０年度

削減目標を１３年度比で４６％減に上方修正したことから、既存原発の活用を積極的に進

めようとしています。運転開始から４０年を超えた福井県内の関西電力美浜原発３号機、

高浜原発１号機、２号機の再稼働に国から５０億円の交付金が提示され、福井県知事が令

和３年４月２８日に同意しました。福井県民をはじめ、周辺県の反対や不安の声を無視し、

再稼働に同意したことは断じて許されません。 

 老朽化した原発の安全性や周辺自治体にも及ぶ事故時の避難計画の実効性の懸念も拭え

なく、福島原発のような事故が起これば、滋賀県の琵琶湖の水が５年間は飲料水として活

用できないと言われています。琵琶湖が汚染されれば、京都や大阪をはじめとする近畿に

住む住民の生活に大きな影響を及ぼします。 

 原子力規制委員会は原子力を稼働するため、想定外だった地震や津波にも耐えられるよ

うにと規制基準を変更し、新しい規制基準に適合すると認められた原発は再稼働するとし

ていますが、福島原発事故自体も事故原因を明らかにしていません。福島の原発事故が証

明したように、原発は一旦重大事故を起こせば、地域的にも、時間的にも広範な被害を及

ぼすことになります。このような危険な原発、しかも４０年も経過した老朽原発再稼働は
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国民の命と暮らしを脅かすものであり、地方自治法第９９条の規定により、意見書第８号

老朽原発再稼働に反対する意見書を提案します。議員各位の賛同をよろしくお願いします。 

○議長（東郷克己君） 次に、意見書第９号について、第１３番、工藤義明議員。 

○１３番（工藤義明君） 第１３番、工藤義明です。 

 意見書第９号といたしまして、コロナ禍のもとで東京五輪（オリンピック・パラリンピ

ック）は中止・延期の決断を求める意見書（案）について、趣旨説明をさせていただきま

す。 

 世論調査では約８割の方が感染拡大の不安を感じているこの東京五輪・パラリンピック、

しかし同組織委員会、東京都、政府、国際オリンピック委員会、国際パラリンピック委員

会は、専門家の警告を無視し、最大１万人の有観客による開催を６月２１日に合意いたし

ました。政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身茂会長ら、専門家２６氏が提

言６項目にわたるリスクを発表されました。 

 １つ、競技関係者間でのクラスター発生。２つ、関係者を外部から隔離するバブル方式

からの感染流出。３、会場内での感染。４、選手や大会関係者の帰国によって、感染者が

世界に拡大。５つ、開催に伴って、会場外で人流、接触機会が増大する。６点目、感染対

策に協力し、自粛する市民に矛盾したメッセージとなる。以上６項目が専門家の皆さんか

ら提言されました。 

 以上のリスク、指摘が無視される中、早速、皆さんご承知のように、ウガンダの選手２

人に陽性反応が出て、関係者の方が濃厚接触者として隔離されております。さらに、子ど

もたちを集団で観戦させるという計画がされ、各市町ではその計画を中止せざるを得ない

ということが次々起こっている現状です。 

 国会では、日本共産党の志位委員長が質問した、国民の命を危険にさらしての東京五輪

開催の理由ということに対して、菅首相は答えられないと言う始末です。五輪より命が大

事として、開催は中止・延期を求める意見書を提出させていただきます。議員各位のご賛

同をよろしくお願いします。 

○議長（東郷克己君） これより、ただいま議題となっております意見書第６号から意見

書第９号までについて質疑を行います。 

 ご質疑はございませんか。 

            （「なし」の声あり） 

○議長（東郷克己君） ご質疑がないようですので、これをもって質疑を終結いたします。 
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 ただいま議題となっております意見書第６号から意見書第９号までについては、会議規

則第３９条第３項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異

議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（東郷克己君） ご異議なしと認めます。よって、意見書第６号から意見書第９号

までについては、委員会付託を省略することに決しました。 

 次に、ただいま議題となっております意見書第６号から意見書第９号までについて討論

を行います。 

 意見書第６号から意見書第９号までについて討論通告書が提出されておりますので、発

言を許します。 

 まず、意見書第６号について、第１４番、野並享子議員。 

○１４番（野並享子君） 意見書第６号夫婦・親子の同姓維持と旧姓の通称使用拡充を求

める意見書（案）に対して、反対討論を行います。 

 結婚すればどちらかの姓に改め、夫婦同一の姓を民法、戸籍法で義務づけています。こ

のため、９６％は女性が夫の姓になっています。氏名は個人の人格の象徴です。それを変

えることにより、仕事上不利益があり、通称名で生活されているのが現状です。日本以外

に夫婦同姓を義務づける国はありません。国連の女性差別撤廃委員会は繰り返し、日本に

是正を勧告しています。しかし、法相の諮問機関である法制審議会は、１９９６年に選択

的夫婦別姓導入を答申していますが、四半世紀にわたってたなざらしにしています。 

 ２０１７年の内閣府の調査では、姓が違っても家族の一体感に影響はないと考える人が

６４％に上っています。また、２０１５年時点と比べ、結婚時に同姓か別姓か選べる選択

的夫婦別姓制度の導入に賛成する人が増えています。毎日新聞などの今年３月の世論調査

では賛成が５１％となり、反対の２３％を大きく上回りました。意見書にある子どもの心

の影響や家族との絆に影響を与えるということも、事実婚を選択している当事者からは聞

こえてきません。 

 夫婦同姓の強制は憲法で定められている個人の尊重、幸福追求権、婚姻の自由に対し、

現行法が制約となり、戦前の家制度の家族観に捉われています。 

 旧姓の通称使用の拡大ということが意見書にはありますが、憲法上、違憲である状況を

変えることはできません。６月２３日の最高裁の判断は合憲としましたが、５０ページに

わたる決定文のうち、合憲とした意見は２ページ足らずで、残り大部分を４人の違憲の、
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憲法違反としている人ですね、の意見や補足意見が占めており、個人の尊重とジェンダー

平等の観点から、選択的夫婦別姓は時代の流れです。よって、本意見書に対する反対討論

といたします。議員各位のご賛同、よろしくお願いいたします。 

○議長（東郷克己君） 次に、第２番、山﨑敦志議員。 

○２番（山﨑敦志君） 夫婦・親子の同姓維持と旧姓の通称使用拡大を求める意見書に賛

成の立場から討論いたします。 

 去る６月２３日、最高裁大法廷では、平成２７年の最高裁判決以降に見られる女性の有

業率の上昇など、諸事情を踏まえても判断を変更すべきとは認められないと夫婦別姓を認

めない、民法と戸籍法の規定は合憲との判断を示しました。つまり、「氏は家族の呼称とし

て意義があるところ、現行の民法下においても、家族は社会の自然かつ基礎的な集団単位

と捉えられ、その呼称を１つに定めるには合理性が認められる」「夫婦が同一の氏を称する

ことは、上記の家庭という１つの集団を構成する一員であることを対外的に公示し、識別

する機能を有している」「夫婦同氏制の下においては、子の立場として、いずれの親とも等

しく氏を同じくすることによる利益を享受しやすいと言える」などとしており、多くの国

民感情と一致するものと考えます。 

 次に、平成２９年の内閣府調査からすると、別姓に賛成の方からよく聞こえる改正によ

る不利益ですが、「何らかの不便を生ずる」と回答された方が４６．７％、「何らかの不便

を生じない」が５０．７％です。さらに、「不便を生ずる」と回答された人のうち、「通称

を使うことができれば不便を生じない」は５７．７％、全体を分母とすると１６．２とな

ります。「不便を生じない」と「通称使用で不便が生じない」の合計で６６．９％、一方、

「通称使用でも不便」と回答される方が全体の割合で１１．５％にとどまり、通称使用を

拡充する意義を示すデータになっています。 

 また、名字の変更による意識の項目では、「新たな人生が始まった喜び」が全体の４１．

９％、女性では５２．２％に上り、「名字が変わった違和感」は全体の２２．７、女性は１

６．４です。肯定的に捉えている割合は否定的割合の２倍、女性では３倍と上がっており

ます。 

 最後に、婚姻という制度の観点から意見を述べます。同姓制はもちろん、別姓制でも姓

の在り方は婚姻制度の大原則です。これを個人の判断に委ね、選択できるという選択的夫

婦別姓制は、つまるところ原則をなくすことになります。また、選択的夫婦別姓というの

は、実質、選択的家族別姓社会となることを意味します。選択的であれ、別姓制を導入す
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れば、家族に１つあったファミリーネーム、家族姓という概念が崩れていく懸念がありま

す。 

 以上から、同姓制を維持した上で、通称の使用拡大により不利益をなくしていく努力を

することが求められると訴え、賛成討論とします。 

○議長（東郷克己君） 次に、第３番、田中陽介議員。 

○３番（田中陽介君） 第３番、田中陽介です。 

 意見書第８号老朽原発再稼働に反対する意見書に賛成で討論させていただきます。 

 このたび、政府は既存原発の再稼働を積極的に進めようとしています。その中でも美浜

３号機は１９７６年１２月に営業運転を開始したんですけれども、運転開始から４４年を

超えております。２００４年８月にはタービン建屋で点検漏れの配管が破裂して、蒸気噴

出事故が発生し、作業員５名が死亡、そして６名が重傷を負ったという悲惨な事故も起こ

っております。 

 福島第一原発事故のときに、第一原発１号炉は運転開始４０年の特別な検査に合格した

ばかりでありました。それでも事故は起きました。材料の劣化だけではなく、設計が古く、

構造的な欠陥を抱えていたことも事故を拡大させた原因であります。福島第一原発事故の

教訓として２０１２年の原子炉等規制法の改定で原則４０年の寿命が定められました。 

 ところが、規制委員会は、例外中の例外であるはずの延長運転を当たり前のように認め

ています。経産省は、２５億円の特別な交付金をばらまいてまで進めようとしていますし、

エネルギー基本計画の議論でも、延長運転が前提となっております。 

 老朽原発を動かすことは大きな危険を伴います。長期間、中性子にさらされた原子炉は

もろくなり、緊急時に冷却する際に破損するリスクが高くなります。配管やケーブルも当

然劣化します。 

 さらに、美浜原発３号炉は先頃、火山灰の評価の見直しが行われ、基準となる火山灰の

厚みが１０センチから２２センチに引き上げられました。再評価によって、タンクの屋根

が重みで壊れてしまう可能性やフィルターの交換が間に合わず、電源喪失に至る可能性が

明らかになりました。 

 対策はまだまだこれからなんですけれども、規制委員会は再稼働を先に認めてしまいま

した。津波への対応が不十分であることを承知しながら対策を怠り、運転を続けたことが

福島第一原発の事故を引き起こしました。そのことを忘れてしまったのか、さらに美浜３

号炉は特定重大事故等施設、いわゆるテロ対策施設の建設も遅れており、今年１０月には



 －330－ 

止めなければならないという事態になっております。 

 大阪地裁は、基準地震動の過小評価により大飯原発の設置許可を取り消す判決を下しま

した。美浜原発３号炉について、大阪判決に従い、地震動のばらつきを考慮した評価を行

うと、想定すべき地震動は１，３００ガルを超え、現状の基準地震動９９３ガルの過小評

価が確認されます。危険な老朽原発を何のために動かすのか。全国的に見れば、電力設備

はむしろ過剰であり、例えば九州では再エネの出力規制により、原発４基分もの電力が送

電されないまま無駄になっている日もあります。 

 今するべきことは変動する分散型再エネなど、地域間の力の調整手段をしっかり取るこ

ととそのロスの削減、そして本質的には再生可能エネルギーでさえ、それを生産する際の

レアメタルや産廃の課題、そしてメガソーラーによる自然破壊やそれに伴う災害など、い

ろいろ課題がある中で、社会としてこうした何らかの資源、何かを消費して生み出すエネ

ルギーという、その恩恵との向き合い方の議論を始めなければいけません。今やるべきこ

とは老朽原発の再稼働ではないと思います。 

 福島第一原発の１号機では、現在も水素爆発で生じた瓦礫の撤去作業が進められていま

す。非常に汚染されているので、なかなかこれは進みません。そして、炉心溶融で生じた

燃料デブリの取り出し時期はいまだに未定です。そんな福島原発事故もまだ収束していな

い、また放射能性がひどいため検証も不十分、そんな中で危険な老朽原発、老朽炉を再稼

働させることはとても認められません。関電の電力を私らも使っておりますので、これは

私らも当事者の１人であると考えなければなりません。 

 以上をもって、賛成の討論といたします。 

○議長（東郷克己君） 以上で、通告による討論は終了いたしました。 

 これをもって討論を終結いたします。 

 これより、順次採決いたします。 

 お諮りいたします。 

 意見書第６号夫婦・親子の同姓維持と旧姓の通称使用拡充を求める意見書（案）は、原

案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

            （多数起立） 

○議長（東郷克己君） ご着席ください。 

 起立多数であります。よって、意見書第６号は原案のとおり可決されました。 

 次に、意見書第７号放射性汚染水の海洋放出を２年後に行うことに中止を求める意見書
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（案）は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

            （少数起立） 

○議長（東郷克己君） ご着席ください。 

 起立少数であります。よって、意見書第７号は否決されました。 

 次に、意見書第８号老朽原発再稼働に反対する意見書（案）は、原案のとおり可決する

ことに賛成の方の起立を求めます。 

            （少数起立） 

○議長（東郷克己君） ご着席ください。 

 起立少数であります。よって、意見書第８号は否決されました。 

 次に、意見書第９号コロナ禍のもとで東京五輪（オリンピック・パラリンピック）は中

止・延期の決断を求める意見書（案）は、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を

求めます。 

            （少数起立） 

○議長（東郷克己君） ご着席ください。 

 起立少数であります。よって、意見書第９号は否決されました。 

 本日、可決されました意見書につきましては、その条項、字句等の整理を要するものに

ついては、本職に一任願いたいと思います。これにご異議ございませんか。 

            （「異議なし」の声あり） 

○議長（東郷克己君） ご異議なしと認めます。よって、条項、字句等、整理を要するも

のについては、本職に一任いただくことにして決しました。 

 なお、意見書は本職より直ちに関係機関に提出いたします。 

 暫時休憩いたします。再開を午後４時１０分といたします。 

            （午後３時４７分 休憩） 

            （午後４時１０分 再開） 

○議長（東郷克己君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 以上で、本定例会に付議されました案件の審議は全て終了いたしました。 

 ここで市長より発言を求められておりますので、これを許します。 

 市長。 

○市長（栢木 進君） 令和３年第２回野洲市議会定例会の閉会に当たりまして、ご挨拶

申し上げます。 



 －332－ 

 さて、本定例会は去る６月１０日から本日に至りますまで２１日間でございました。令

和３年度一般会計補正予算をはじめ、提出いたしました議案につきまして、慎重なるご審

議の上、全てお認めいただき、誠にありがとうございました。 

 本定例会の一般質問、議案質疑を通じて、新型コロナウイルスワクチン接種、病院整備、

野洲駅前南口整備など、様々な分野における施策に対して貴重なご意見やご提案をいただ

きました。これらを厳正に受け止め、今後の市政運営に生かすよう努めてまいります。 

 議案におきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金活用事業費や

返礼品を設定したふるさと納税推進事業費を含む補正予算をお認めいただきました。 

 新型コロナウイルス感染症対策におきましては、小規模事業者応援給付金をはじめ、自

治会活動活性化補助金の拡充や水道基本料金の減免など、議会からご提案のありました事

業も含め、コロナ禍の中、厳しい状況にある市民の暮らしを守るため適切かつ迅速に取り

組んでまいります。 

 ふるさと納税の推進におきましても、野洲市の特色ある返礼品を設定することで地場産

品の振興を図るとともに、本市の魅力を発信しつつ、自主財源の確保に努めてまいります。 

 また、行政手続のオンライン化に係る条例もお認めいただきましたことから、市民の利

便性の向上及び行政事務の簡素化を目指すとともに、併せて、行財政改革の取り組みを進

め、市政運営の効率化を図ってまいります。 

 新型コロナウイルスワクチン接種では、明日から第２接種会場であるイオンタウン野洲

での接種が始まります。接種を希望する全ての高齢者が７月中には接種を終えられるよう

体制を整えております。引き続き、７月中旬からは６４歳以下の方へ順次接種が開始でき

るよう準備を進めており、今朝のマスコミ報道にもございましたが、ワクチンが順調に供

給されることを前提として、市民に安心して円滑に接種を受けていただけるよう全庁を挙

げて取り組んでいるところでございます。 

 そして、市民病院整備につきましては、駅前Ｂブロックでの身の丈に合った整備に向け、

基本構想、基本計画の策定を進める一方で、野洲駅南口周辺整備につきましても、駅前Ａ

ブロックを、にぎわいを創出し税収を生み出す場として検討してまいります。 

 これら事業を進めるに当たっては、議会をはじめ、市民の皆様への丁寧な説明に努めて

まいります。 

 最後に、議員の皆様にはこれからますます暑さが厳しさを増していく中、健康には十分

ご留意いただき、引き続き、市の発展のために一層のご活躍をいただきますことを心から
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ご祈念申し上げ、閉会に当たりましてのご挨拶といたします。誠にありがとうございまし

た。 

○議長（東郷克己君） 以上で、令和３年第２回野洲市議会定例会を閉会いたします。お

疲れさまでした。（午後４時１５分 閉会） 
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